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資料編 
 
 

 

   

安中市バリアフリーマスタープラン（移動等円滑化促進方針）及び 
磯部温泉地区バリアフリー基本構想【概要版】 

※詳細につきましては、市ホームページをご覧ください。 

１ 
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※詳細につきましては、市ホームページをご覧ください。 
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   ※詳細につきましては、市ホームページをご覧ください。 
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  ※詳細につきましては、市ホームページをご覧ください。 
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２－１ 策定体制 

都市計画マスタープランの改定にあたっては、事務局である都市計画課が作業全般を行い、
庁内検討委員会及び策定委員会において素案を作成し、安中市都市計画審議会の審議、諮問・
答申を経て、計画案についての具体的な検討を進めてきました。 
また、市民意見を反映するため、市民意向調査、市民ワークショップ（地区別懇談会）、市民

説明会、ポスターセッション及びパブリック・コメントを実施しました。 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

２ 策定体制及び経過 

安中市都市計画マスタープラン 

策  定 

安 中 市 

市  長 

策定委員会 

事務局 

（まちづくり部都市計画課） 

庁内検討委員会 

 

 

 

学識経験のある者 

市議会の議員 

関係行政機関又は 
群馬県の職員 

市長が特に 
必要と認める者 

安中市 

都市計画審議会 

 

 

 

市民意向調査 

（地区別懇談会） 

市民説明会 

パブリック 
コメント 

市  民 

説明等 

意見 答申 

諮問 
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○各検討組織の委員等 

■策定委員会（敬称略） 

所属等 令和５年度 令和６年度 令和７年度 備考 

高崎経済大学地域政策学部 長野 博一 長野 博一 長野 博一 委員長 

一般社団法人群馬建築士会安中支部代表 三好 建正 三好 建正 三好 建正  

一般社団法人群馬県宅地建物取引業協会 
 安中支部代表 武井 正臣 武井 正臣 武井 正臣  

一般社団法人安中市医師会代表 本多 真 本多 真 本多 真  

一般社団法人安中市観光機構代表 武井 宏 武井 宏 武井 宏  

碓氷川森林組合代表 上原 又樹 武井 孝雄 武井 孝雄  

安中市商工会代表 静 朋人 静 朋人 静 朋人  

安中市松井田商工会代表 吉田 利博 吉田 利博 吉田 利博  

安中市区長会代表（旧安中） 森 明男 三宅 勉 三宅 勉  

安中市区長会代表（旧松井田） 佐藤 金光 和田 元男 和田 元男  

東日本旅客鉄道株式会社高崎支社代表 近藤 隆俊 近藤 隆俊 近藤 隆俊  

一般社団法人群馬県バス協会代表 佐藤 俊也 佐藤 俊也 佐藤 俊也  

一般社団法人群馬県タクシー協会代表 清水 憲明 清水 憲明 清水 憲明  

ぐんま地域防災アドバイザー 金井 弘恵 金井 弘恵 金井 弘恵  

安中市民生委員児童委員協議会代表 佐藤 徹也 佐藤 徹也 佐藤 徹也  

安中市景観審議会代表 杉浦 榮 杉浦 榮 杉浦 榮 副委員長 

安中市文化財保護審議会代表 中島 啓治 神宮 善彦 神宮 善彦  

安中市農業委員会代表 山田 茂 山田 茂 佐藤 光司  

国土交通省関東地方整備局 
高崎河川国道事務所計画課長 堀井 智典 伊藤 光宏 伊藤 光宏  

群馬県県土整備部安中土木事務所次長 岸 正幸 岸 正幸 吉田 晃一  

群馬県県土整備部都市計画課長 剣持 康彦 小島 康弘 小島 康弘  
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■庁内検討委員会（敬称略） 

所属 令和５年度 令和６年度 令和７年度 備考 

副市長 清水 昭芳 清水 昭芳 清水 昭芳 委員長 

まちづくり部長 赤見 孝仁 赤見 孝仁 赤見 孝仁 副委員長 

企画政策部長 町田 博幸 大河原 弘行 大河原 弘行  

総務部長 萩原 正視 萩原 正視 戸塚 政明  

市民環境部長 池澤 智野 池澤 智野 池澤 智野  

保健福祉部長 大谷 雄一 大谷 雄一 藤原 喜康  

みりょく創出部長 大竹 将夫 大竹 将夫 齊藤 勝彦  

上下水道部長 中山 典昭 中山 典昭 山川 和宏  

松井田支所長 大河原 弘行 藤原 喜康 中里見 宏幸  

教育部長 小黒 勝明 小黒 勝明 井上 昇  

議会事務局長 清水 裕之 田中 秀人 田中 秀人  

公立碓氷病院事務部長 反町 勇 倉繁 亨 新井 学  

 

 

 

 

 

 

 

  

策定委員会の開催状況 庁内検討委員会の開催状況 
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２－２ 策定経過 

年度 月 日 経 過 

令和５ 

(2023) 

6 月 5 日～ 

6 月 30 日 

○市民意識調査 

・ 対 象︓安中市に在住する満 18歳以上の 2,000人 
・ 回収数︓991件（回収率 49.6%） 

6 月 26 日～ 

7 月 10 日 

○事業所意識調査 

・ 対 象︓安中市にある企業・事業所 100社 
・ 回収数︓58件（回収率 58.0%） 

6 月 27 日 

○第１回庁内検討委員会 

・ 都市計画マスタープランの改定について 
・ 策定スケジュール（案）について 
・ 安中市の現状について  

7 月 

○高校生意識調査 

・ 対 象︓安中市にある高校に通う男女 557人 
・ 回収数︓557人（回収率 100.0%） 

7 月 26 日 

○第１回策定委員会 

・ 策定委員会運営規則（案）の承認について 
・ 安中市都市計画マスタープランの改定について 
・ 全体スケジュール（案）について 
・ 安中市の現状と市民意向調査結果について 

9 月～10 月 

○地区別懇談会 

・ 都市計画マスタープランとは 
・ 安中市の現状 
・ 市民意向調査結果の概要 
・ ワークショップ（課題・将来のまちの姿・将来像の検討） 

9/25︓九十九地区・細野地区 
9/26︓板鼻地区・岩野谷地区 
9/27︓臼井地区・坂本地区 
9/28︓安中地区・秋間地区 
9/29︓原市地区・後閑地区 
10/2︓松井田地区・西横野地区 
10/3︓磯部地区・東横野地区 

12 月 25 日 

○第２回庁内検討委員会 

・ 課題と現状分析について 
・ 方向性、将来像、将来都市構造、分野別方針の検討について 

2 月 5 日 

○第２回策定委員会 

・ 課題と現状分析について 
・ 方向性、将来像、将来都市構造、分野別方針の検討について 

2 月 16 日 
○令和６年第１回安中市都市計画審議会 

・ 安中市都市計画マスタープラン策定経過について 

令和６ 

(2024) 
5 月 31 日 

○第３回庁内検討委員会 

・ 全体構想（素案） 
・ 分野別基本方針（案） 
・ 地域別構想（骨子） 
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年度 月 日 経 過 

令和６ 

(2024) 

6 月 25 日 

○第３回策定委員会 

・ 全体構想（素案） 
・ 分野別基本方針（案） 
・ 地域別構想（骨子） 

10 月 1 日 

○第４回庁内検討委員会 

・ 全体構想（素案） 
・ 地域別構想（素案） 

10 月 30 日 

○第４回策定委員会 

・ 分野別構想（素案） 
・ 地域別構想（素案） 

11 月 

○地域別説明会 

・ 安中市都市計画マスタープラン（案）について 
11/26︓安中西地域 
11/27︓安中東地域 
11/28︓松井田地域 

1 月 14 日 

○第５回庁内検討委員会 

・ 都市計画マスタープラン（案） 
・ 実現化方策（素案） 

2 月 7 日 

○第５回策定委員会 

・ 都市計画マスタープラン（案） 
・ 実現化方策（素案） 

3 月 

○住民説明会 

・ 安中市都市計画マスタープラン（案） 
3/4︓本庁舎 
3/6︓松井田庁舎 

3 月 12 日～ 

4 月 11 日 

○パブリックコメント 

・ 安中市都市計画マスタープラン（案） 

3 月 26 日 
○令和７年第１回安中市都市計画審議会 

・ 安中市都市計画マスタープラン（案）について 

3 月～4 月 

○ポスターセッション 

・ 安中市都市計画マスタープラン（案） 
3/23︓安中市文化センター 
3/27︓本庁舎 
3/28︓松井田庁舎 
3/30︓松井田文化会館 
4/5  ︓Aコープ JAファーマーズ安中 
4/6  ︓ベイシア安中店 

令和７ 

（2025） 

4 月 25 日 
○第６回庁内検討委員会 

・ 安中市都市計画マスタープラン（案）について 
5 月 16 日 ○安中市都市計画審議会への諮問 

5 月 22 日 
○第６回策定委員会 

・ 安中市都市計画マスタープラン（案）について 

6 月 3 日 
○令和７年第２回安中市都市計画審議会（答申） 

・ 安中市都市計画マスタープラン（案）について 

6 月 20 日 
○安中市議会 

・安中市都市計画マスタープラン（案）について   
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ウォーカブル 

なまちづくり 

車主役の街路空間を人中心の空間に転換することで、人々のまちなかでの回遊を

促し、新たな出会い・気付き・動きを生み出す、居心地の良い歩きたくなる空間形成

を図ること。 

 屋外広告物 
常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看

板、はり紙・はり札や、広告塔、広告板、建築物、工作物などに表示されたもの。 

 温室効果ガス 
大気を構成する成分のうち、温室効果をもたらすもの。主に二酸化炭素、メタン、一

酸化二窒素、フロン類がある。 

 

 街区公園 
都市公園法に基づく都市公園の一種で、主として街区内の居住者の利用に供する

ことを目的とする公園のこと。 

 開発許可制度 
新たに開発される市街地の環境の保全、災害の防止、利便の増進を図るため、開

発が法律に定める基準に適合しているかチェックを行う制度のこと。 

 狭あい道路 道路幅員が４ｍ未満の道路のこと。 

 緊急輸送道路 

災害直後から、避難・救助をはじめ、物資供給等の応急活動のために緊急車両の

通行を確保すべき重要な路線で、高速自動車国道や一般国道及びこれらを連絡す

る基幹的な道路のこと。 

 
グリーン 

インフラ 

社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト両面において、自然環境が有する多様

な機能（生物の生息の場の提供、良好な景観形成、気温上昇の抑制等）を活用し、

持続可能で魅力ある国土づくりや地域づくりを進めるもの。 

 公共下水道 
都市部の雨水及び汚水を、地下水路などで集めた後に公共用水域へ排出するため

の施設のこと。 

 交通結節点 人や物の輸送において、複数の交通手段の接続が行われる場所のこと。 

 
国土強靱化 

地域計画 

「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基

本法」（平成 25 年 12 月 11 日法律第 95 号）の規定に基づき、国土強靱化に関す

る施策の総合的かつ計画的な推進を図るための指針として、市区町村が策定する

計画のこと。 

 
コミュニティ 

バス 

既存の路線バスのみでは対応できない公共交通空白地域等において、主に地方公

共団体の主体的な関わりのもとで運行される乗合バスのこと。 

 

コンパクト・ 

プラス・ネッ 

トワーク 

人口減少・高齢化が進む中、地域の活力を維持するとともに、医療・福祉・商業等

の生活機能を確保し、誰もが安心して暮らせるよう、地域公共交通と連携して、コン

パクトなまちづくりを進めることを示す概念のこと。 

 

 
市街地再開発 

事業 

都市再開発法に基づき、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能

の更新を図るために、公共施設の整備、建築物及び建築敷地の整備などを行う事

業のこと。 

３ 用語解説 

あ 

か 

さ 
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市街地開発 

事業 

すでに市街地となっている区域や市街化を図るべき区域内で、計画的なまちづくり

を具体的に行うための事業のこと。 

 
人口集中地区 

（ＤＩＤ） 

国勢調査において設定される統計上の地区のこと。市区町村の区域内で人口密度

が 4,000 人/km2以上の基本単位区が互いに隣接して人口が 5,000 人以上とな

る地区に設定される。 

 
３Ｒ 

(ｽﾘｰｱｰﾙ) 

Reduce（リデュース：ごみの発生抑制）、Reuse（リユース：再使用）、Recycle（リ

サイクル：再利用）の３つのＲの総称で、環境配慮や廃棄物対策に関するキーワード

として用いられるもの。 

 総合計画 

地方自治体における行政運営の最上位計画であり、住民全体で共有する自治体の

将来目標や施策を示し、全ての住民や事業者、行政が行動するための基本的な指

針となるもの。 

 

 
地域公共交通 

計画 

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第５条に基づき、市町村等が定め

る、地域にとって望ましい地域旅客運送サービスの姿を明らかにする計画のこと。 

 地域地区 

都市計画法に基づく都市計画の種類の一つであり、都市計画区域内の土地をその

利用目的に応じて区分し、建築物等の制限を設けることによって、健全かつ合理的

な土地利用を実現しようとするもの。代表的な地域地区として、用途地域や特別用

途地区、高度地区等がある。 

 地区計画 

地区の特性に応じて良好な都市環境の形成を図ることを目的として、きめ細やかな

土地利用に関する計画と、小規模な公共施設に関する計画を一体的に定める「地

区レベルの都市計画」のこと。 

 低未利用地 

適正な利用が図られるべき土地であるにもかかわらず、長期間にわたり利用されて

いない「未利用地」と、周辺地域の利用状況に比べて利用の程度(利用頻度、整備

水準、管理状況など)が低い「低利用地」の総称。 

未利用地の具体例としては、空き地、空き家、空き店舗、工場跡地のほか、耕作放

棄地、管理を放棄された森林など。低利用地としては、暫定的（一時的）に利用され

ている資材置場や青空駐車場などがある。 

 デジタル社会 
デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多

様な幸せが実現できる社会のこと。 

 デマンド交通 

利用者の予約に応じて運行する地域公共交通のこと。バスによるデマンド交通をデ

マンドバス、車両にタクシーを使用する場合はデマンドタクシーなどと呼ばれる。 

また、利用者の予約に対して、ＡＩを活用してリアルタイムに最適配車を行うシステ

ムを導入したものを、ＡＩデマンド交通という。 

 
特定用途 

制限地域 

用途地域が定められていない土地の区域において、良好な環境を形成または保持

するために行われる土地利用規制のこと。該当区域の特性に応じて合理的な土地

利用が行われるよう、制限すべき建築物等を定めることができる。 

 都市計画区域 

自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量等に関する現況及び推移を

勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区

域のこと。 

た 
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都市計画区域 

の整備、開発 

及び保全の方 

針 

都市計画区域マスタープランとも呼ばれ、都道府県が広域的見地から定める都市

計画の基本的な方針のこと。都市計画区域における都市計画の目標、土地利用、

都市施設の整備、市街地開発事業などについて定める。 

 都市計画公園 
都市計画法に基づき、都市の発展を計画的に誘導し、安全で快適な都市生活と機

能的な都市活動を行うことを目的として都市計画に定められた公園のこと。 

 都市計画道路 

都市計画法に基づき、都市の骨格を形成し、安全で安心な市民生活と機能的な都

市活動を確保するため、都市内及び都市間における交通の利便性の向上を目的と

して都市計画に定められた道路のこと。 

 
都市計画 

提案制度 

都市計画区域または準都市計画区域において、土地所有者やまちづくりを目的と

して設立されたＮＰＯ法人などが一定の条件を満たしたもとで、都市計画の決定ま

たは変更の提案をすることができる制度のこと。 

 都市公園 
都市公園法に基づき、地方公共団体又は国が都市計画区域内に設置する公園ま

たは緑地のこと。 

 都市施設 都市の利便のため、都市に設置される施設のこと。 

 
都市計画 

マスタープラン 

都市計画法第 18 条の２に基づいて市町村が定める「市町村の都市計画に関する

基本的な方針」のこと。長期的視点に立った都市の将来像を明確にし、その実現に

向けた大きな道筋や、都市計画に関する基本的な考え方を明らかにするもの。 

 
土砂災害 

警戒区域 

土砂災害防止法に基づき都道府県が指定するもので、急傾斜地の崩壊などが発生

した場合に、住民の生命または身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域

のこと。危険の周知や警戒避難体制の整備が行われる。 

 
土砂災害 

特別警戒区域 

土砂災害防止法に基づき都道府県が指定するもので、急傾斜地の崩壊などが発生

した場合に、建築物に損壊が生じ住民の生命または身体に著しい危害が生じるお

それがあると認められる区域のこと。一定の開発行為の制限や居室を有する建築

物の構造規制が義務づけられる。 

 
土地区画整理 

事業 

都市計画法に規定されている市街地開発事業の一つ。土地所有者等から提供を受

けた土地の一部を活用して、新たな道路や公園等を整備するとともに、宅地を整形

化して配置することにより、住環境の向上と土地の利用増進を図るもの。 

 

 
パブリック 

コメント 

公的機関が規則または命令などを制定しようとするときに、広く公に意見・情報・改

善案などを求める手続きのこと。 

 バリアフリー 
高齢者や障がい者だけではなく、全ての人にとって日常生活の中で存在するあら

ゆる障壁を除去すること。 

 

 
ユニバーサル 

デザイン 

障がいの有無や、年齢、性別、人種等に関わらず誰もが利用しやすい都市空間を

あらかじめデザインする考え方のこと、またそのデザインのこと。 

 

ユニバーサル 

デザイン 

タクシー 

健常者はもちろん、高齢者、車いす使用者、ベビーカー利用者、妊婦など、誰もが

利用しやすく誰にとってもやさしい新しいタイプのタクシーのこと。ＵＤタクシーとも

表記される。 

は 

や 
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 用途地域 

住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、13 種類あ

り、用途地域が指定されると、それぞれの目的に応じて、建てられる建物の種類が

決められる。 

 

 
立地適正化 

計画 

持続可能な都市構造への再構築を目指し、人口減少社会に対応したコンパクトシ

ティを実現するためのマスタープランであり、市町村が必要に応じて策定する計画

のこと。持続可能なまちづくりに向け、居住機能や医療・福祉・商業、公共交通等の

さまざまな都市機能を誘導するもの。 

なお、安中市では、都市計画マスタープランの改定後に立地適正化計画の策定完

了を予定している。 

 

 
ＡＩ 

(ｴｰｱｲ) 

Artificial Intelligence の略で、人工知能のこと。自ら学習することができる、人

間のような知能を持ったコンピューターのようなもの。 

 

 
ＢＲＴ 

(ﾋﾞｰｱｰﾙﾃｨｰ) 

Bus Rapid Transit の略で、走行空間、車両、運行管理等にさまざまな工夫を施

すことにより、速達性、定時性、輸送力について、従来のバスよりも高度な性能を発

揮し、他の交通機関との接続性を高めるなど利用者に高い利便性を提供する次世

代のバスシステムのこと。 

 

 
ＣＮ 

(ｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙ) 

Carbon Neutrality の略で、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの人為的

な「排出量」から、植林、森林管理などによる「吸収量」を差し引いて、合計を実質的

にゼロにすること。 

 

 
ＤＸ 

(ﾃﾞｨｰｴｯｸｽ) 

Digital Transformation の略で、デジタル技術で人々の生活をより良いものに

変革すること。 

 

 
ＥＳＣＯ事業 

(ｴｽｺｼﾞｷﾞｮｳ) 

Energy Service Company 事業の略で、省エネルギー効果が見込まれるシス

テムを提案し、設備設置工事・維持・管理まで含めた包括的なサービスを提供する

事業のこと。 

 

 
ＧＸ 

(ｼﾞｰｴｯｸｽ) 

Green Transformation の略で、脱炭素社会に向けて再生可能なクリーンエネ

ルギーに転換していく取組のこと。 

ら 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 

Ｅ 

Ｇ 
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ＩＣＴ 

(ｱｲｼｰﾃｨｰ) 

Information and Communication Technology の略で、ユビキタスネット

社会（いつでも・どこでも・何でも・誰でも簡単にネットワークが利用できる社会）を

実現するために活用される情報通信技術のこと。 

 

 
ＭａａＳ 

(ﾏｰｽ) 

Mobility as a Service の略で、地域住民や旅行者一人ひとりの単位での移動

ニーズに対応して、複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わ

せて検索・予約・決済などを一括で行うサービスのこと。 

 

 
ＳＤＧｓ 

(ｴｽﾃﾞｨｰｼﾞｰｽﾞ) 

Sustainable Development Goals の略で、2015 年９月に国連総会で採択さ

れた、持続可能な開発のための 17 の国際目標のこと。 

 

 
ＺＥＢ 

(ｾﾞﾌﾞ) 

Net Zero Energy Building の略で、快適な室内環境を実現しながら、建物で

消費する年間の一次エネルギー（石油、石炭、水力、風力、太陽光など、自然から直

接採取できるエネルギー）の収支をゼロにすることを目指した建物のこと。 

 
ＺＥＨ 

(ｾﾞｯﾁ) 

Net Zero Energy House の略で、住宅で消費する年間のエネルギー収支をゼ

ロ以下にすることを目指した住宅のこと。 

 
 
 

Ｉ 

Ｍ 

Ｓ 

Ｚ 
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